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医療法①

第二節 医療計画

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医
療提供体制の確保を図るための計画(以下｢医療計画｣という。)を定めるものとする。
２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保の目標に関
する事項

二 第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制（医療提供施設相互
間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同じ。）に関する事項

三 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認め
られる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業に関する事項

五 次に掲げる医療の確保に必要な事業(以下｢救急医療等確保事業｣という。)に関する事項(ハに掲げる
医療については､その確保が必要な場合に限る。)
イ 救急医療
ロ 災害時における医療
ハ へき地の医療
ニ 周産期医療
ホ 小児医療（小児救急医療を含む。）
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の発生の状況等に
照らして特に必要と認める医療

六 居宅等における医療の確保に関する事項
七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に
従い定める区域（以下「構想区域」という。）

５疾病

５事業

在宅医療

ハ そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、
又はそのおそれがあるときにおける医療（※令和３年５月28日公布､令和６年４月１日施行）

６事業
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医療法②

八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項
十 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
十一 医師の確保に関する次に掲げる事項
イ 第十四号及び第十五号に規定する区域における医師の確保の方針
ロ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十四号に規定する区域における医師の数に関す
る指標を踏まえて定める同号に規定する区域におい
て確保すべき医師の数の目標

ハ 厚生労働省令で定める方法により算定された第十五号に規定する区域における医師の数に関す
る指標を踏まえて定める同号に規定する区域において確保すべき医師の数の目標

ニ ロ及びハに掲げる目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策
十二 医療従事者（医師を除く。）の確保に関する事項
十三 医療の安全の確保に関する事項
十四 主として病院の病床（次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核病床を除

く。）及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設定に関する事項
十五 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定める特殊な医

療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るものの整備を図るべき地域的
単位としての区域の設定に関する事項

十六 第六項及び第七項に規定する区域を定めた場合には、当該区域の設定に関する事項
十七 療養病床及び一般病床に係る基準病床数､精神病床に係る基準病床数､感染症病床に係る基準病

床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項

病床機能報告制度地域医療構想

医師確保計画

二次医療圏

三次医療圏 基準病床数

外来医療計画
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医療法③

第四節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
第三十条の十八の四 都道府県は、第三十条の四第二項第十四号に規定する区域その他の当該都道府
県の知事が適当と認める区域（第三項において「対象区域」という。）ごとに、診療に関する学識経
験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者（以下この項及び次項において「関係
者」という。）との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項（第三号から第五
号までに掲げる事項については、外来医療に係る医療提供体制の確保に関するものに限る。第三項に
おいて同じ。）について協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとする。
一 第三十条の四第二項第十一号ロに規定する指標によつて示される医師の数に関する情報を踏ま
えた外来医療に係る医療提供体制の状況に関する事項

二 第三十条の十八の二第一項及び前条第一項の規定による報告を踏まえた第三十条の十八の二第
一項第一号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所に関する事項

三 前号に掲げるもののほか、病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進に関する事項
四 複数の医師が連携して行う診療の推進に関する事項
五 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
六 その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項

２ 関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場
合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議の場において関係者間の協議が調つた事項
については、その実施に協力するよう努めなければならない。

３ 都道府県は、対象区域が構想区域等と一致する場合には、当該対象区域における第一項の協議に
代えて、当該構想区域等における協議の場において、同項各号に掲げる事項について協議を行うこ
とができる。

４ 前項に規定する場合には、第三十条の十四第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道
府県が行う協議に参加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めると
ともに、当該協議の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力する
よう努めなければならない。
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二次医療圏

外来機能報告

紹介受診重点医療機関


